
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝まちづくり協議会で話し合っていること ＝ 
まちづくりの内容や手法について、３つの地区ごとに検討しています 

 

大泉学園町地区まちづくり協議会では、『まちの将来像※』を実現するために、大泉学園町地区

を「大泉学園通り沿道地区」「補助 230 号線沿道地区」「住宅地区」の３地区に分けて、まちづ

くりの具体的な内容や手法について検討しています。 

※「まちの将来像」については「まちづくりニュース第４号（平成 29 年 5 月発行）」をご参照ください。 

前回のニュース第５号（平成 29 年 10 月）では、「補助 230 号線沿道地区」について話合ってい

る内容（H29.8､第 10 回協議会）をご紹介しました。 

今回は「住宅地区（H29.10､第 11 回協議会）」と「大泉学園通り沿道地区（H29.12､第 12 回協議会）」に

ついて、話合っている内容をご紹介します（裏面をご参照ください）。 

 

とりまとめ 

第 13 回協議会からは、これまでの話合いの成果をとりまとめます。 

まとまり次第、地区の皆さまにご報告します。 

大泉学園通り沿道地区 

『桜をシンボルとしたみどり

豊かな街並みの中に魅力ある

店舗や生活サービス施設等が

連続する商店街を目指す』ため

の取組みについて話合っています 

住宅地区 

『風致地区のみどり豊かな街

並みと閑静な住環境を継承し

た低層住宅地を目指す』ための

取組みについて話合っています 

第６号（平成 30 年 1 月） 

練馬区都市整備部 

 

補助２３０号線沿道地区 

『歩道に面した店舗、サー

ビス施設の立地と中低層の

住宅により活力ある沿道市

街地を目指す』ための取組

みについて話合っています 

第 10 回協議会で検討 

（ニュース第５号参照） 

第 11 回協議会で検討 

（意見の概要は裏面） 

第 12 回協議会で検討 

（意見の概要は裏面） 

 

大泉学園町地区のまちづくりに関する問い合わせ先 

練馬区 都市整備部 大江戸線延伸推進課 まちづくり担当 

【電話】03-5984-1459 【FAX】03-5984-1226 【電子ﾒｰﾙ】ENSHIN@city.nerima.tokyo.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12 回まちづくり協議会

（H29.12.14）では、「大泉学園通り沿道

地区」について話し合いました。 

これまでの協議会の意見を踏まえ、以下

の４つの視点に着眼し、意見を出し合いま

した。 

 

第 11 回まちづくり協議会（H29.10.12）では、「住宅地区」について話し合いました。 

これまでの協議会の意見を踏まえ、以下の３つの視点に着眼し、意見を出し合いました。 

①賑わいと活気ある 

商店街をつくりたい 

③安全･安心な交通環

境をつくりたい 

②みどり豊かな街並みをつくり

たい 

①ゆとりと落着きある住環境を守り

たい 

③ゆったり歩ける歩行

環境をつくりたい 

②街並みに配慮して土地

の有効利用を進めたい 

④うるおいある環境

をつくりたい 

・230 号線沿道よりも高

い建物(7･８階建程度)

は許容してよい。 

・歩行者の視界に入りや

すい場所の工夫（道路

沿いの壁面後退や店舗

前にみどりを増やす

等）をすることが重要

ではないか。 

目
標 

・現在の大泉学園通りの

歩道は狭いので、車椅

子もゆったりと通れる

ようにできないか。 

・新駅ができると多くの

人が大泉学園通りを通

行するので、自転車も

歩行者も安全に通行で

きるようにすべきでは

ないか。 

・最低敷地面積を定めた方が敷地が小

さく分割されないので、品格が漂う

洗練された住宅が立ち並び、大泉学

園町の良さが守れるのではないか。 

・新駅ができた際に、土地の価格が上

昇することを想定すると、敷地の最

低面積を大きく定めてしまった場合

に、子育て世帯が購入しやすい価格

の住宅が供給されず、若い世代が増

えないのではないか。 

・大泉学園通り沿いの

みどりが増えたら、

美しい綺麗な景観に

なるだろう。 

・小さい敷地の中にみ

どりを整備すること

を規定すると、建物

を建築する上で制約

が厳しすぎるのでは

ないか。 

・道路から見えるみどりを増やすと

いう考え方がよいのではないか。 

・樹木の枝のせん定や落ち葉などの

管理が負担になる。 

・子どもや高齢者が一緒に過ごせる

大きい公園が必要ではないか｡ 

・農地を買取り、公園を整備するこ

とができないか。 

・隅切りの整備を推進し

て、交差点の安全確保

をすることが必要では

ないか。 

・垣さくや塀について

は、地震時に倒れるこ

とが考えられるので、

高さを低くする等のル

ールを決める必要があ

るのではないか。 

 

・良好な住宅地と調和

した駅前地区として

いくためには、パチ

ンコ屋と葬祭場は出

店できないようにし

たほうがよい。 

・人の流れが新駅から

既存商店街に広がる

ようになるとよい。 

《意見の一部を抜粋》 

目
標 

《意見の一部を抜粋》 


